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１「商品名　エフ　スクエア　アイ　インフィルトレート　セラム　リンクル　エッセンス」に関する有
限会社久光工房のウェブページ（甲１ウェブページ、引用発明１）に基づく本件発明の容易想到性の判
断について（取消事由１）
特許無効審決（不成立）の審決取消訴訟において、判決は、甲１ウェブページが、本件出願日前に、
電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものであることを前提として、引用発明１に基づき本
件発明が容易に発明することができたとの無効理由２は、その前提に誤りがあり、結局、本件発明は、
引用発明１に基づき容易に発明をすることができたとはいえないから、無効理由２によって、本件特
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許を無効とすることはできないと判断した審決の結論に誤りはないことになると判示し、原告の請求
を破棄した事例である。
２「■アスタキサンチン－ＬＳＣ１　（水溶性液体、化粧品用途）」（甲５文献、引用発明５）に基づく容
易相当性の判断の誤りについて（取消事由２）
同じく審決取消訴訟において、本件発明１は、引用発明５に基づいて、当業者が容易に発明をする
ことができたものということはできないから、これと同旨の審決の判断に誤りはなく、原告主張の取
消事由２は理由がない。なお、本件発明２〜４は、本件発明１に更に限定を加えるなどしたものであり、
引用発明５とは、少なくとも、認定の各相違点で相違するものであるから、同様にその容易想到性を
否定した審決の判断にも誤りはないと判示し、原告の請求を破棄した事例である。
３「「Ａｓｔａｂｉｏ　ＡＷ0.5」製品の未使用のラベル」（甲９の１文献、引用発明９の１）に基づく容易
想到性の判断の誤りについて（取消事由３）
同じく審決取消訴訟において、判決は、甲９の１文献が、本件出願日前に、頒布された刊行物であ
ることを前提として、本件発明が引用発明９の１に基づき容易に発明することができたとする無効理
由４は、その前提に誤りがあり、無効理由４によって、本件特許を無効とすることはできないと判断
した審決の結論に誤りはないと判示して原告の請求を破棄した事例である。

第１　裁判所の判断

１　本件発明について
（１）本件明細書には、以下の記載があるとした（具体的な記載を省略）。
（２）上記（１）により、本件発明の概要（ア　技術分野、イ　背景技術、ウ　発明が解決しようとす
る課題、エ　課題を解決するための手段、オ　本件発明の効果）を認定した（具体的な記載を省略）。

２　取消事由１（引用発明１に基づく容易想到性の判断の誤り）について
（１）甲１ウェブページについて

被告は、甲１ウェブページは、本件出願日前の平成19年６月14日の時点では公開されていなかっ
たと主張する。取消事由を検討する前提として、甲１ウェブページについて、本件出願日前に、電
気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものであるかを検討する。
ア　甲１ウェブページの記載事項

甲１ウェブページには、以下の事項が記載されている。
（ア）「商品名　エフ　スクエア　アイ　インフィルトレート　セラム　リンクル　エッセンス

販売元　フジフイルム
発売日　2007／01／15
分類　ジェル・美容液　・・・」

（イ）「以下の商品の全成分リストと類似性があります
商品名	 類似性指数
アスタリフト　エッセンス（フジフイルム）　　78
アスタリフト　ローション（フジフイルム）　　72
アスタリフト　クリーム（フジフイルム）　　　54　」

イ　検討
甲１ウェブページには、前記アのとおり、「以下の商品の全成分リストと類似性があります」と
の記載に続いて、「アスタリフト　エッセンス（フジフイルム）」、「アスタリフト　ローション（フ
ジフイルム）」及び「アスタリフト　クリーム（フジフイルム）」との商品名が記載されているところ、
証拠（乙１の１、２、乙４、５）及び弁論の全趣旨によれば、上記各商品は、いずれも、平成19


